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Ⅰ 事業全体計画 
 
１ 事業の目的 
 平成 29 年度に受託した「教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」の調査研

究で明らかとなった専修免許取得までの単位の積み上げに関する課題に対して，教員育

成指標と連動した研修講座を県教育委員会と大学が連携協力し企画・運営を行う仕組み

を構築し，それを活用して専修免許状等を取得するプログラムの開発，実践を行う。 
 
２ 課題認識 

教員には，自律的に学ぶ姿勢を持ち，時代の変化や自らのキャリアステージに応じて

求められる資質能力を生涯にわたって高めていくことのできる力が必要である。そのた

め，その力を目に見える形で育成できるよう，教員の職責，経験及び適性に応じて向上

を図るべき教員としての資質に関する「教員育成指標」が整備された。 

 一方，教員の力量形成において教員研修の果たすべき役割は大きく，これに関して

も，教育公務員特例法の改正にも表れているように，教員のキャリアを在任期間として

とらえるのではなく，キャリアは職務を遂行する上で必要とされる資質・能力であると

いう積極的なとらえ方に方向転換し，見直しを求めていると理解される。 

そこで本学では，平成 29 年度に「教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」

の調査研究の初任・中堅・管理職それぞれの段階に応じた研修等開発事業，校内研修の

体制構築事業及び学びの継続による専修免許状取得プログラム開発のために，教員の養

成・採用・研修を通じた一体的な改革に資する取組を推進するための調査研究を行な

い，研修講座の単位化を行うための科目等履修制度を見直し，研修講座の単位化の道筋

と課題を明らかにしてきた。その際に，調査的研究として，研修講座の単位化による専

修免許状取得に対してニーズ調査を行った結果，回答者の 60.2％が利用したいという

状況も明らかとなった。 

そこで，平成 29 年度の本事業を発展し，教員育成指標と連動した単位化された研修講

座の運用可能な具体的提案を行いたいと考えている。 

 
３ 調査研究の目的 

研修講座の単位化（以下「単位化研修講座」と言う。）による専修免許状取得プログ

ラムの設計 

（１）大学と教育委員会等が連携した教員研修体制を検討 

・研修を効果的・効率的に運用するため，教職大学院と教育委員会等の共同による

教員研修組織（徳島県教員研修コンソーシアム）の設置 

（２）専修免許状取得に係る認定のための単位化研修講座開設の検討 

・単位化研修講座のＰＤＣＡサイクルの構築 

・教員育成指標と悉皆研修（初任研，５経年研，中堅教諭等資質向上研修，管理職

研修等）を連動させた教員のキャリア開発研修プログラムの実施可能性の検討と設

計 
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・本学教職大学院の「学校マネジメント力プログラム」，「生徒指導力プログラム」，

「教科指導実践力プログラム」，「小中一貫教育プログラム」と単位化研修講座と

の連携・協働による養成・研修の高度化の検討 

 ・モデル的単位化研修講座の提案 
 
４ 調査研究の概要 
  平成 29 年度に受託した「教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」の調査研

究で明らかとなった専修免許取得までの単位の積み上げに関する課題に対して，教員育

成指標と連動した研修講座を県教育委員会と大学が連携協力し企画・運営を行う仕組み

を構築し，それを活用して専修免許状等を取得するプログラムの開発，実践を行う。 
 
 
５ これまでの成果と課題 

教育委員会と大学が連携して，地域の教育力，教員の資質能力の向上に取り組むため，平

成 15 年に，教育における諸課題の解決を図ることを目的とした「鳴門教育大学と徳島

県教育委員会との連携に関する覚書」を交換し，それぞれが有する機能を活用して様々

な実践的な活動と研究を行い，その成果を活かして徳島の教育の充実発展に寄与してき

た。 

この成果を踏まえながら本学と徳島県教育委員会は，学校教育，生涯学習等の分野で

の一層の連携協力体制を構築し，より学校や地域における教育の充実・発展のための新

たな枠組みとして，平成 27 年５月に「国立大学法人鳴門教育大学と徳島県教育委員会

との連携協力に関する協定書」を締結した。   

これを受けて「鳴門教育大学・徳島県教育委員会連携協議会」を設置し，その下に作

業部会として「教員人材育成部会」，「教員研修部会」，「学力向上部会」，「いじ

め・生徒指導部会」，「サテライト事業部会」を置き，学校教育，生涯教育等の分野で

の一層の連携体制の強化を図った。 

 さらに，平成 29 年度に受託した「教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」

の調査研究において，研修講座の単位化を行うための科目等履修制度を見直し，研修講

座の単位化の道筋と課題を明らかにしてきた。その際に，調査的研究として，研修講座

の単位化による専修免許状取得に対するニーズ調査を行った結果，回答者の 60.2％が

利用したいという状況も明らかとなった。 
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Ⅱ事業実績 

 

１  事業の実施日程 

 
事 業 項 目 

実    施    日    程  

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 
徳島県教育委員会訪問 
 
単位化モデル研修講座 
「第 1回 徳島県 主幹

教諭・指導教諭研修」 
 
徳島県教員研修コンソ

ーシアム会議準備会(学
内) 
 
研修の単位化に関する

教育委員会訪問 
 
平成 30 年度教師力向上

フォーラム出席及び意

見交換 
 
単位化モデル研修講座 
「第 2回 徳島県 主幹

教諭・指導教諭研修」 
 
徳島県教員研修コンソ

ーシアム会議 
 
徳島県教員研修コンソ

ーシアム会議（学内） 
 
平成 30 年度教職員支援

機構「教員の資質向上の

ための研究プログラム

開発支援事業」報告会・

フォーラム参加 
 
徳島県教員研修コンソ

ーシアム会議  研修

13 
 
16 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
11
～ 
12 
 
 
 
19 
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の単位化検討に係る作

業部会 
 
「『教員育成指標』を踏

まえた『習得・実践連動

型』主幹教諭研修の開

発」に係る視察及び情報

交換会 
 
単位化モデル研修講座

「第 3回 徳島県 主幹

教諭・指導教諭研修」 
 
小学校における外国語

教育指導者養成研修視

察 
 
琉球大学教職大学院視

察並びに沖縄県教育委

員都の研修に関する意

見交換 

 
 
 
21 
 
 
 
 
 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
～

3/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
～

17 

 
 

２ 事業の実績の説明 

(1)教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事に関する徳島県教育委員会訪問 

 平成 29 年度 教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業の成果を基に、徳島県教

員の専修免許状取得状況や教員研修に対する期待・課題等を示し、教育委員会と大学が

連携して、研修の単位化を進める必要性について説明を行った。これにより、大学と教

育委員会が連携して研修の高度化について協議する「徳島県教員研修コンソーシアム」

を設置することについての内諾を得ることができた。（参照資料１） 
 
(2)単位化モデル研修講座「第１回徳島県 主幹教諭・指導教諭研修」実施 

  
平成 30 年度主幹教諭研修(任用 1 年目)実施要項 

 
1 目的  

小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校の主幹教諭に対して,指導力及び組織マネ

ジメント能力等を高め,各学校における教育力の向上や組織の活性化を図る。  
2 内容  

職務,コンプライアンス,徳島教育大綱及び徳島県教育振興計画, リーダーシップ, コ



5 
 

ーチング, カリキュラム・マネジメント, 地域連携,危機管理体制,ラウンドテーブルによ

る協議等  
3 日時  

第 1 回 平成 30 年 4 月 16 日 (月)  
4 場所  

第 1 回 鳴門教育大学 地域連携センター1 階 多目的教室  
5 受講対象者 任用 1 年目 主幹教諭  
6 日程  
【午前の部】 9:45~12:00 諸連絡,開講 

講義 ・学校におけるコンプライアンスについて 
   ・徳島県教育大綱及び徳島県教育振興計画(第 3 期)について 

【午後の部】13:00~16:00  
講義 ・徳島型主幹・指導教諭研修とマネジメント 

・学校組織マネジメントと協働体制の確立 
 
 

平成 30 年度指導教諭研修(任用 1 年目)実施要項 
 
1 目的  

小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校の指導教諭に対して,授業力及び指導力等

を高め,各学校における教育力の向上や組織の活性化を図る。  
2 内容  

職務,コンプライアンス,徳島教育大綱及び徳島県教育振興計画, リーダーシップ,学校

間連携, コーチング,校内研修の活性化,授業研究の高度化,ICT 活用指導力・情報モラル, 
ラウンドテーブルによる協議等  
3 日時  

第 1 回 平成 30 年 4 月 16 日 (月)  
4 場所  

第 1 回 鳴門教育大学地域連携センター1 階 多目的教室  
5 受講者数 任用 1 年目指導教諭  
6 日程  
【午前の部】 9:45~12:00 諸連絡,開講 

講義 ・学校におけるコンプライアンスについて 
   ・徳島県教育大綱及び徳島県教育振興計画(第 3 期)について 

【午後の部】13:00~16:00  
講義 ・徳島型主幹・指導教諭研修とマネジメント 

・アクティブラーニングのための授業設計 
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(3)徳島県教員研修コンソーシアム会議準備会議 （学内） 

 徳島県教員研修コンソーシアム会議設置に向けて、徳島県教育委員会、徳島県総合教

員研修センターに対しての説明資料の検討 
 
(4)研修の単位化に関する教育委員会訪問 

 履修モデル構築のために、県教育委員会主催研修講座、大学実施公開講座、免許更新

講習を取り込んだ実施方法についての説明 
 
(5)平成 30 年度教師力向上フォーラム出席及び意見交換 

 平成 29 年度に実施した「教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」について、

教育委員会、大学、民間事業者による取組の事例発表及びポスターセッションがあり、

報告を行った。 
 
事例発表者 

1 サイエンスシャトルプログラム─理科の教育内容・方法を統合した教員養成─ / 
宮城教育大学（テーマ 5）  
2 広島県教師養成塾 / 広島県教育委員会（テーマ 1） 
3 養成・研修一貫型アンダーナイン教育システムの開発 / 横浜国立大学（テーマ 

2） 
4 教員研修における ICT 活用推進（モバイルラーニング等の活用モデル構築） / 

株式会社早稲田アカデミー（テーマ 4） 
5 教職大学院と教育委員会の協働による科目等履修制度を活用した専修免許状取得

ログラムの開発 / 鳴門教育大学（テーマ 3） 
6 新しい時代に対応する学校管理職マネジメント研修プログラムの開発 / 兵庫教

育大学（テーマ 2） 
 
(6)単位化モデル研修講座「第 2 回徳島県 主幹教諭・指導教諭研修」 

 
平成３０年度第２回主幹教諭研修実施要項 

 
 
1 目 的 

小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校の主幹教諭に対して，指導力及び組織マ

ネジメント能力等を高め，各学校における教育力の向上や組織の活性化を図る。 
2 期 日 

平成３０年８月２４日（金） 
3 場 所 

鳴門教育大学 講義棟 B304～B306 演習室，B308 講義室 
4 参加者 

任用１年目 主幹教諭 １４名 
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5 日 程 
【午前の部】 9:45~12:00 諸連絡,開講 

講義 ・職場でのコーチングの充実 
   ・地域連携の構築 

【午後の部】13:00~16:00  
ラウンドテーブル「学校の課題分析と改善計画」・シェアリング 

テーマ Ａ:学校組織マネジメントと協働体制の確立 
Ｂ:危機管理体制の充実 
Ｃ:職場でのコーチングの充実 
Ｄ:カリキュラム･マネジメント 

 
 

平成３０年度第２回指導教諭研修実施要項 
1 目 的 

小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校の指導教諭に対して，授業力及び指導力

等を高め，各学校における教育力の向上や組織の活性化を図る。 
2 期 日 

平成３０年８月２４日（金） 
3 場 所 

鳴門教育大学  
4 参加者 

任用１年目 指導教諭 １８名 
5 日 程 
【午前の部】 9:45~12:00 諸連絡,開講 

講義 ・職場でのコーチングの充実 
   ・校内研修の活性化 

【午後の部】13:00~16:00  
ラウンドテーブル「学校の課題分析と改善計画」・シェアリング 

テーマ F:職場でのコーチングの充実 
G:アクティブラーニングのための授業設計 
H:校内研修の活性化 
I:ICT 活用指導力の向上と情報モラルの推進 
J:地域内の学校間連携 

 
(7)徳島県教員研修コンソーシアム会議 

研修の単位化について大学からの検討結果について、県教育委員会へ報告を行った。  

・「教職員支援機構・四国地区教職アライアンス各センターの設置について(案)」に基づ

き,教員の養成・採用・研修の一体的改革事業に係る本学の取組についての説明 

・「教育委員会の研修、教職大学院の授業、機構の研修等の相互互換システムの構築 -履

修証明プログラムの活用-」に基づき,教育委員会が提供する研修と教職大学の授業との

相互の交流・連携による相互互換システム構築の概要についての説明 
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・「徳島県教育委員会 平成 30 年度とくしま教職員研修 研修講座一覧」 

・「教職大学院授業シラバス(平成 31 年度以降)」の説明 

その後、研修講座の単位化についての意見交換を行い、ニーズに合ったカリキュラム

や研修の単位化の構築を検討するため作業部会を設置することが了承され,作業部会委

員については,各機関から推薦することとなった。 

 
(8)徳島県教員研修コンソーシアム会議 

参加者 
 本学 教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業担当者,教務企画部次長, 教務

企画課課長補佐、教職・長期履修支援係長  
徳島県教育委員会 総合教育センター研修担当者, 統括管理主事  

内容  

・構想中のプログラム概要説明と意見交換を行った。説明概要は以下の通り 

 ・徳島県教員育成指標第２ステージに対応して，大学がどのようなコンテンツを提供できる 

かを説明した。（参照資料２） 

・専修免許状取得→最低 15 単位（60Ｍ，225 時間）大学院で修得する必要あり。 

 ・教職大学院 1 年修了→入学前に 8 単位（32Ｍ，120 時間）を本学で修得していれば，本学教

職大学院を１年で修了することが可能。 

 ・現行の研修を単位化するためには次のことが考えられる。 

ア．免許更新講習・・・５日間で 10Ｍ＝37.5 時間＝2.5 単位＝2 単位 
  履修プログラム化する場合は，授業内容について，ある程度方針を定める必要あり。

（徳島県の内容を組み込む等） 
イ．ミドルリーダー研修・・・（鳴門教育大学が関与するとした場合） 
  3 時間×13 日＝39 時間（Ⅰ），3 時間×5 日＝15 時間（Ⅱ）合計 54 時間＝3 単位 
ウ．主幹教諭研修・指導教諭研修（第３ステージ該当） 
本学授業科目「ミドルリーダー課題演習Ａ，Ｂ」として開講 各 1 単位（各 4Ｍ） 
エ．教職大学院集中講義・・・6 科目 6 単位 
オ．その他・・・教職員支援機構研修（教職大学院の単位として認定すれば可） 
 
(9)平成 30 年度教職員支援機構「教員の資質向上のための研究プログラム開発支援事業」 

報告会・フォーラム 岡山大学 

 
 研修講座の単位化に関して、岡山大学の取り組みを調査した。（参照表１） 
＊学修プログラムの最小ユニットは、 A 群の教員研修等のうち一つ以上と B 群の教職

大学院開放講座より構成される。 
＊B 群の教職大学院開放講座 (必修) の履修には、 原則として A 群から一つ以上を修

1 単位＝15 時間＝4Ｍ 

40 モジュール＝10 単位＝150 時間 → 1 モジュール＝3.75 時間 

（以下，「モジュール」＝「Ｍ」と表記） 

最低 40Ｍ（10 単位分）のプログラムでなければプログラムとは呼べない。 
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了 (又は履修中) であることを条件とする。 
＊「ブログラム履修証明書』には、 修了した A 群の教員研修等で取得したポイントの

合計に応じた学修時間数 (取得ポィント×10 時間)が記載される。  
＊「ブログラム履修証明書」 の提示・申請により、 A 群の教員研修等の内容とポイン

トに応じた学修時間数を勘案し、 相当する教職大学院の授業科目「教育実践演習 A・B・
C・D」（各 6・4・4・2 単位）の単位を認定する。 
＊ C 群の教職大学院開放講座（選択）につては、 単位認定に必要があると教職大学院

が判断した場合、申請者の希望等を踏まえて教職大学院が指定する。 
 
表１ 岡山大学教職大学院学修プログラム（ラーニングポイント制対象プログラム）一

覧表 

 
 (10)徳島県教員研修コンソーシアム会議  研修の単位化検討に係る作業部会 
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◇徳島県教員研修「平成 30 年度ミドルリーダー研修Ⅰ」についての聴取と意見交換を行

った。研修実施計画は以下の通り 

 

 ■ミドルリーダー研修Ⅰ■ 

  ・平成 30 年度の受講者数は 140 人程度（小・中・高・特支） 

  ・対象者は，10 年目の教員 

  ・次年度の計画は，夏以降検討を開始し，年始にはほぼ確定する。   

  ＜休業期間中研修 ８日間＞ 

  ・「独自研修」は，ミドルリーダー研修Ⅰの受講者以外は受講不可の研修 

 

◇共通研修 ４日間 

共通研修は講義・演習により構成される。希望により４班に分かれて実施する実地

研修 
◇模擬授業研修 １日間以上 

   ・フレッシュ研修Ⅱの受講者と一緒に行う。 

 ◇教科指導等研修 １日以上 

 ◇希望研修 

 ◇大学・研究機関等研修 

◇生徒指導等研修 １日間以上 

 ◇資質向上研修 １日間以上 

 ◇＜課業期間中研修 １３日間＞ 

   ３時間の校内研修を１日としてカウントする。 合計３９時間 

   うち研究授業（各校種１名特定）を２回実施する。 

 

以上より、大学・研究機関研修については、単位化可能であることがわかったが、履

修モデルにするにするためには、時間数が課題であることが明らかとなった。 

 

(11)「『教員育成指標』を踏まえた『習得・実践連動型』主幹教諭研修の開発」に係る視

察及び情報交換会 岐阜県総合教育センター 

参加者 
 大学 教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業担当者,教職・長期履修支援係長 
 徳島県教育委員会 徳島県総合教育センター研修担当者 
 高知県教育委員会 高知県総合教育センター研修担当者 
内容 
説明事項 
 徳島県教員研修についての説明 
 高知県教育研修についての説明 
聴取事項 
 岐阜県教育委員会と岐阜大学教職大学院との連携について 
 寄付県教育委員会 管理職養成研修講座について 
(11)単位化モデル研修講座「第３回 徳島県 主幹教諭・指導教諭研修」 
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第３回 徳島県 主幹教諭研修実施要項 

1 目 的 
小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校の主幹教諭に対して，指導力及び組織マ

ネジメント能力等を高め，各学校における教育力の向上や組織の活性化を図る。 
関連する「とくしま教員育成指標」の資質・能力の項目 
・素養 「使命感・情熱・たくましさ」「倫理観」 
・授業力「カリキュラム・マネジメント力」 
・協働力「組織マネジメント力」「OJT 推進・人材育成力」「危機管理力」 
「家庭・地域とのネットワーク構築力」 
・学校マネジメント力「危機管理力」 
2 期 日 

平成３０年１２月２５日（火） 
3 場 所 

鳴門教育大学  
4 参加者  

任用１年目 主幹教諭 
5 日 程 
【午前の部】 9:45~12:00 諸連絡,開講 

講義「危機管理体制の充実」 
「カリキュラム・マネジメント」 

【午後の部】13:00~16:00  
ラウンドテーブル「各校の取組の検証」・シェアリング 

 
 

第３回 徳島県 指導教諭研修実施要項 

1 目 的 
小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校の指導教諭に対して，授業力及び指導力

等を高め，各学校における教育力の向上や組織の活性化を図る。 
関連する「とくしま教員育成指標」の資質・能力の項目 
・素養 「使命感・情熱・たくましさ」「倫理観」 
・授業力「カリキュラム・マネジメント力」「授業構想力」「授業実践力」 
「授業省察力・改善力」 
・協働力「組織マネジメント力」「OJT 推進・人材育成力」 
「家庭・地域とのネットワーク構築力」 
2 期 日 

平成３０年１２月２５日（火） 
3 場 所 

鳴門教育大学  
４ 参加者 

任用１年目 指導教諭 
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5 日 程 
【午前の部】 9:45~12:00 諸連絡,開講 

講義「地域内の学校間連携」 
「ICT 活用指導力の向上と情報モラルの推進」 
「危機管理体制の充実」 
「カリキュラム・マネジメント」 

【午後の部】13:00~16:00  
ラウンドテーブル「各校の取組の検証」・シェアリング 

 
(12)小学校における外国語教育指導者養成研修 

 
平成３０年度小学校における外国語教育指導者養成研修 実施要項 

1 目的 
 小学校の外国語教育を担当する教諭及び、指導主事等に、中学校との接続を意識し、 児
童が意欲的に取り組む活動の設定・指導法及び学習評価についての講義や演習等、教員

の外国語教育指導力向上のための研修を通して、新小学校学習指導要領における外国語

教育の在り方についての知識等を総合的に習得させ、各学校や地域における本研修の内

容を踏まえた研修のマネジメントを推進する指導者の養成を図る。 
2 主催 独立行政法人教職員支援機構・福井県教育委員会 
3 共催 文部科学省  
4 期間 平成３１年２月２７日（水）～３月１日（金） 
5 会場 福井県教育総合研究所 
 
(13)琉球大学教職大学院視察並びに沖縄県教育委員都の研修に関する意見交換 

 沖縄県教育委員会からの現職教員の派遣は、平成 29 年度 12 名、平成 30 年度 10 名で

ある。実践研修の内容は、すべてが授業研究に関することである。 
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Ⅲ 成果と課題 

 

１ 研修講座の単位化 

 昨年度より、県教育委員会と大学が連携して実施してきた「主幹教諭・指導教諭研

修」を教職大学院授業として実施する。主幹教諭研修を「ミドルリーダー課題演習

（A）」、指導教諭研修を「ミドルリーダー課題演習（B）」として実施する。「主幹・指

導教諭研修」は、12 時間50 分で実施されている。この研修は、新任や2 年目の主

幹・指導教諭を対象とした悉皆研修である。 
 シラバスは、以下の表２の通り。 
 大学教員が行う研修講座を単位化する場合、課程認定を受けた大学教員が大学院の授

業として実施すれば大学院の授業として単位化することは可能であるが、講習用に開設

した講座を大学院の単位化するのではなく、大学院で開設・単位化している授業をオー

プンにするというスタンスでの実施が必要となる。例えば、シラバスに研修での内容も

含めて授業（オムニバス）を開講し、学外者も受講できるようにすることにより、大学

院の授業を履修＝教員研修講座受講という図式が構築できる。当然、教職大学院に在学

中の現職院生の受講を止めるものではない。 
 
２ 科目等履修と研修 

科目等履修として研修を単位化する場合、以下の点について留意する必要がある。 
①研修と科目等履修を重ねる場合、科目等履修生限定の授業を設定することはできな

い。 
②単位を出すには、正規の課程に位置づけられた授業である必要がある。正課授業と

同じ内容を科目等履修生限定で別途開設することはできる。研修を単位化するには、受

講生が科目等履修生として、県教委の同意を得て受講することが必要である。入学金、

受講料等の料金の検討が必要となる。さらに、単位化された研修で専修免許状に必要な

15 単位を取得するのは長期に渡った履修が必要となり、科目等履修生の期間について

も検討する必要がある。 
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表２ ミドルリーダー課題演習（A・B）シラバス 
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資料１ 

教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事に関する徳島県教育委員会説明資料 

□ 働きながら通える教職大学院 研修単位化の趣旨 

Ⅰ 背景  

１．報告書・答申より 

〇教職大学院について，履修証明制度や科目等履修制度の活用等により現職教員が学び

やすい仕組みのための環境を整備するとともに，学校現場を基軸とした 教育課程の編

成•管理を行い，地域性を踏まえ，各教職大学院の強み•特色を示していく。 

〇教員の資質能力の高度化を図るため，「教員育成協議会」（仮称）における協議におい

て教職大学院における授業履修や研修の成果を専修免許状の取得や 能力証明に結びつ

ける方策について検討する。 

これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ～学び合い，高め合う教員

育成コミュニティの構築に向けて～ （答申） 平成 27 年 12 月 21 日 

 

〇高度専門職業人としての教員養成の中心として、養成・採用・ 研修を一体的にとらえ

た教職生活全体を支える観点からの新たな役割の提示と、それぞれの 教職大学院が強

みや特色を発揮しつつそれに応えていくことが求められている。 

〇国立の教職大学院は、教育委員会と協働して研修を企画・実施し、教職大学院のプロ

グラム に位置付けることにより、研修を教職大学院の単位にできるようにするなど、教

育委員会との実質的な連携を進めること。 

 

教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて －国立教員養成大学・学

部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書－ 平成 29 年 8 月 29 日 

 

２．徳島県 義務教育教員アンケートより 

  

 

 表 研修の単位化による専修免許状取得希望者 
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資料１－２ 
表は、徳島県内の小中学校教員で専修免許状未取得教員が研修の単位化によって専修

免許状を取得したいと考えている教員の割合を示したものである。60.0％の教員が研修

の単位化によって専修免許状を取得したいと考えている。男女比で見ると女性の希望者

が多い。女性教員が男性教員より研修講座の単位化に期待をしている者が多いことがわ

かる。 
 

Ⅱ 研修単位化のメリット 

１． 県教育委員会 

〇研修講座と人材育成に関して 

・大学と連携して「教員育成指標」に視座した研修の計画・立案・実施・評価を効率・

効果的に実施できる。 

・単位化された研修講座と教職大学院の授業（集中講義等）をベースに、管理職養成プ

ログラムを構築できる。 

・プログラムの一定の単位を履修することによって取得できる、専修免許状や教職修士

号により管理職の質保証をすることができる。 

・実質的な研修講座の実施を教職大学院にアウトソーシングできる。 

〇教育施策実施と人材育成に関して 

・一定の単位を履修した教員を教職大学院で研修させる（1 年～）ことにより、県の教

育施策（例えば、学力向上等）を実習のテーマとすることによって、施策実施可能な教

員の育成を教職大学院の長期間にわたるサポートを受けながら行うことができる。（補

足説明 2 参照） 

 

２． 学 校 

・一定の単位を履修した教員を教職大学院で研修させる（1 年～）ことにより、県の教

育施策（例えば、学力向上等）を実習のテーマとすることによって教職大学院の長期間

のサポートを受けながら研究実践ができる。 

 

３．教 員 

・「教員育成指標」と連動した単位化された研修を受講することにより、専修免許状や教

職修士号取得がインセンティブとなる。 

・一定の単位を履修した教員は、学校を離れず教職修士号を取得できる。 

・研修意欲の高い女性教員にとって、家庭や職場を離れることなく、専修免許状や教職

修士号を取得できる。 
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Ⅲ．研修講座の単位化の方法 

 研修講座を単位化する方法としては、既存の研修に鳴門教育大学教職大学院がサポー

トして，単位化していく方法と現況の教職大学院の授業を研修講座と指定する2つの方

法がある。 

1.既存の研修講座を単位化する。 

たとえば、平成 29 年度 徳島県研修講座 Ⅴ希望研修(1)専門・課題には、学校カウ

ンセリングゼミナールⅠ~Ⅳ（4 日間）がある。この研修講座を、センター指導主事と大

学教員が連携して行えば、２単位分の授業として仕立てることができる。 

 このようにみていくと、Ⅱ職務研修 １学校リーダー研修、２主幹教諭研修（鳴門教

育大学と実施）、３指導教諭研修（鳴門教育大学と実施）など多くの研修講座を単位化

することが可能となる。 

2.現代的な教育課題に関する大学院の授業等を，研修に指定する 

  現在の教職大学院のカリキュラムには系統性を持った履修プログラムがある。たと

えば、学校マネジメント力プログラム、小中一貫教育プログラム 教科指導実践力プロ

グラム 生徒指導力プログラムである。一方、修士課程には、予防教育コーディネータ

ー認定プログラム、教育実践学研究力認定プログラム ICT教育実践力認定プログラムが

ある。このようなプログラムを研修講座としていくことも考えられる。 

なお、平成31年度は、鳴門教育大学の教職大学院が重点・拡充されることがあり、履 

修プログラムも、若手教員実践力向上プログラム、いじめ防止プログラム、次世代教育
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方法プログラム、小学校英語教育プログラムなど現代的な教育課題に関するプログラム

を県教育委員会と連携しながら構築することも可能である。 

         

Ⅳ□ 課題解決のために 

 研修の単位化までには以下のような様々な課題が存在する。 

① 県主催の研修講座は試験が付随していない。しかし、単位化した場合は試験など受

講者の学修成果を評価することが必要となる。極端な場合は、授業化された悉皆研

修が受講はしたが「不可」となる場合もある。そうなれば、履修義務だけであった

悉皆研修に習得義務が生じることとなる。 

② 研修講座を単位化＝授業化した場合、これにかかわる経費をについて検討が必要

である。 

 そこで、研修を効果的効率的に運用するため教職大学院と教育委員会が共同で設置す

る組織（県教員研修コンソーシアム(仮)）が必要となる。 

 このコンソーシアムは、当初は、研修講座の喫緊の課題解決のための組織としたいが、

発展的に、研修講座や教職大学院の授業に関して、ＰＤＣＡサイクルを担う組織とした

い。現在、鳴門教育大学にはサテライト研修のために、センター指導主事が研究生とし

て派遣されている。この要員と新たに大学側からも要員をセンターに派遣し、コンソー

シアムの構成員として恒常的に研修講座と教職大学院の授業改善に取り組みたい。 
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＜補足説明＞ 

１．専修免上申 

一種免許状を有する現職教員が、所要の教職経験年数を基礎に大学院修士課程等で所

要の単位を修得すれば、専修免許状を取得することが可能になる。これを一般に専修免

許状への「上申」と称している。これは、教員免許法第6 条 別表第3 により、幼稚園

教諭、小学校教諭、」中学校教諭、高等学校教諭のそれぞれ一種免許状を取得している

者は、大学院の課程又は大学（短期大学を除く。）の専攻科の課程において15 単位を

修得すれば、取得することが可能となる。 

 

２．単位取得による大学院短期修了コースの設定 

現職教員にとっては、免許の上申や教職修士号の取得に対する希望があっても学校現

場を長期にわたっては離れることは難しい。そこで、現職教員が働きながら教職修士号

を取得できるようにする。研修講座を単位化することによって可能になる専修免許取得

（研修化された教職大学院授業を15単位履修する）をきっかけに教職修士号取得を促

す。なお、履修には長期間を要するため、科目等履修制度をもって長期にわたる履修を

実施する。想定する期間は1 ～ 25 年。一度獲得した単位は期間を経ても消滅しない。  
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資料２ 
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本報告書は，文部科学省の初等中等教育等振興事業委託費

による委託事業として，鳴門教育大学が実施した平成３０年

度「教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」の成果を

取りまとめたものです。 
  したがって，本報告書の複製、転載、引用等には文部科学省

の承認手続が必要です。 


